
船舶事故等調査報告書 

平成２２年２月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９函第７２号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２１年８月２５日 ０６時３０分ごろ 

発生場所 青森県龍飛埼北東方沖 龍飛埼灯台から真方位０４５.５°８.４海里付近 

（概位 北緯４１°２１.４′ 東経１４０°２８.５′） 

事故等調査の経過  平成２１年１１月１７日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館事

務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 明海
みょうかい

丸、１０トン 

ＡＭ２－７０５４（漁船登録番号）、個人所有 

Ｂ 漁船 第五十八海洋
かいよう

丸、４.８トン 

ＡＭ３－５０１３３（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

Ｂ 船長、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船尾部ブルワークき
．
裂、スパンカー損傷、簡易トイレ全損 

Ｂ 船首部ブルワークき
．
裂、マスト曲損 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａ及び甲板員１人が乗り組み、龍飛埼北東方沖で操業のた

め漂泊中、Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板員２人が乗り組み、青森県大間町大間

港に向けて約８ノット（kn）の速力で、自動操舵により大間港に向けて帰

航中、平成２１年８月２５日０６時３０分ごろ、龍飛埼灯台から真方位０

４５.５°８.４海里付近において、Ａ船の船尾部とＢ船の船首部とが衝突

した。 

 Ａ船は、修理のため、自力で大間町奥戸
おこっぺ

漁港に入港し、Ｂ船は、自力で

大間港に帰港した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南東、風力 ２、視界 良好 

海象：うねり なし、波高 約０.５ｍ 

 その他の事項 Ａ船は、船首を東北東方に向けて漂泊し、船長Ａ及び甲板員が前部甲板

で揚縄作業を行っていた。 

船長Ａ及び甲板員は、突然、衝撃を感じ、船尾方を見て初めてＢ船と衝

突したことを知った。 

Ｂ船は、乗組員全員が前部甲板で作業を行い、船橋内には誰もいなかっ

た。 

Ｂ船は、周囲に大間港に向けて帰航中の僚船が約１０隻おり、僚船の速

力が約１０knであったが、操業の片付けのため約８knで航行していた。 

船長Ｂ及び乗組員２人は、突然、衝撃を感じ、船首方を見て初めてＡ船

と衝突したことを知った。 



分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船は、龍飛埼北東方沖において漂泊中、乗組員

全員が揚縄作業を行い、見張りを行っていなかった

ため、船尾方から接近するＢ船に衝突するまで気付

かなかったものと考えられる。 

 Ｂ船は、自動操舵で帰航中、船橋を無人とし、乗

組員全員が操業の後片付けを行い、見張りを行って

いなかったため、Ａ船に衝突するまで気付かなかっ

たものと考えられる。 

原因  本事故は、龍飛埼北東方沖において、Ａ船が漂泊して揚網作業中、Ｂ船

が自動操舵で帰航中、両船とも見張りを行っていなかったため、両船が衝

突したことにより発生したものと考えられる。 

 




